
物件が動かない 物件の盗難 物件の紛失

保守会社へご連絡をお願いします

保守会社が保守と判断 保守会社が保守対象外と判断

（基本的に）保険事故保守対応 事故対象外

契約番号の特定をお願いします

※契約番号の確認方法は次ページ

故障・盗難のときの対処方法

保守会社と修理手続き

必要書類の収集をお願いします

【必須書類】

事故写真・機器情報写真

見積書または請求書

【必須書類】

：事故対象箇所が明確に撮影されたもの

：交換した部品名・作業項目名が記載されたもの

【被害状況により必要となる追加書類】

火災

気象災害

盗難

罹災証明書（火災事故であることを確認する書類）

新聞記事、気象庁の公表情報など

受理番号・届出日・警察署名

※保険会社の査定状況により、

追加資料を求められる可能性がございます

事故状況を確認後、QRコードにアクセスし、必要事項のご入力をお願いします

※追加資料を求める場合がございます

※資料がそろい次第の査定となります。

URL ： https://insurance.jecc.com/login

必要事項

・使用先（お客様）名

・保守（修理）会社名

・事故情報：場所、日時、原因、事象 など

・機器情報：機器名、型名、シリアルナンバー など

・修理をできるか・物件を交換するか など

必要書類との整合性の確認をお願いします

入力内容の損害箇所・事故発生原因が

「写真」に写っている、

「見積書」記載の修理項目・故障原因と一致している

ことが必要です

入力
内容

見積書写真

事故対象外事故対象

保険会社が動産総合保険の適用可否を判断



支払対象となる保険事故・支払対象外の保険事故は以下の通り

※最終判断は保険会社

支払対象となる保険事故

不測かつ突発的な事故

下記が一例

支払対象外となる保険事故

故意・重過失による事故

地震・噴火・津波による損害

自然の消耗・瑕疵

性質損（カビ・サビ・変質・変色など）による損害

紛失・置き忘れによる損害

修理・清掃等の作業上の過失による損害

株式会社JECC

〒100-8341 東京都千代田区丸の内３丁目４番１号 新国際ビル7階
電話番号 ： 03-3216-3750 （営業統括本部 直通） 
FAX番号 ： 03-３２１６-3860

JECC 保険事故

詳しい対処方法につきましては、
弊社営業担当者にお気軽にお問合せください
ホームページもあわせてご参照ください

など

落下

外圧

飲料こぼし

挟みこみ

火災

気象災害

盗難 など

物件シールの

・「契約番号」の右側の数字が

弊社契約番号

・8桁ー4桁ー2桁

・8桁ー4桁

記載なしの場合⇒請求書で確認

物件シールがある場合

事故申請から保険金受取までの目安スケジュール

お客様
事故申請

（Web）

JECC

保険会社

申請情報収集

保険申請

事故内容確認
鑑定人

による査定

保険金額の

確定・通知

保険金の

請求

保険金の

支払

申請から2ヶ月ほど

請求書で確認する場合

物件シールの

・「契約番号」の右側の数字が

弊社契約番号

・8桁ー4桁ー2桁

・8桁ー4桁

請求書の中段の左側に記載

支払対象となる保険事故

契約番号の記載箇所

目安となるスケジュール

印
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